
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

6.8

5.0

0.7

2.8

11.9

6.4

20.0

8.9

37.2

38.0

9.7

22.4

51.7

26.8

45.2

52.8

40.4

35.9

65.9

46.7

20.0

43.0

20.5

21.0

4.7

4.8

2.9

7.2

2.8

4.5

0.9

4.1

0.6

1.5

0.5

0.4

0.3

1.4

0.5

0.8

6.6

10.5

16.6

16.7

10.3

14.1

9.5

9.5

3.7

4.2

3.8

3.8

2.9

3.7

3.5

2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①家庭生活

②職場

③学校教育の場

④地域活動の場

⑤社会通念・慣習

・しきたりなど

⑥法律や制度のうえ

⑦政治の場

⑧社会全体

3.4

3.4

0.6

1.5

7.0

2.3

12.8

4.3

27.7

34.0

6.0

17.9

50.0

23.2

45.5

47.9

52.3

40.4

71.1

56.4

26.8

52.8

29.1

29.6

6.4

6.8

3.4

8.5

4.7

7.7

1.9

7.4

0.6

1.9

0.4

0.4

0.2

2.1

0.4

1.3

6.2

9.1

14.3

11.7

8.3

8.5

7.2

6.6

3.4

4.3

4.3

3.6

3.0

3.4

3.0

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①家庭生活

②職場

③学校教育の場

④地域活動の場

⑤社会通念・慣習

・しきたりなど

⑥法律や制度のうえ

⑦政治の場

⑧社会全体

9.7

6.5

0.7

3.7

15.3

9.5

25.5

12.1

45.0

40.9

12.8

26.4

53.6

30.1

45.3

57.3

30.6

32.5

61.7

39.0

14.6

35.1

13.5

14.2

3.3

3.2

2.6

6.3

1.2

2.1

0.0

1.2

0.5

1.2

0.5

0.4

0.4

0.7

0.5

0.4

7.0

11.8

18.5

20.6

12.3

18.8

11.4

12.1

3.9

3.9

3.2

3.7

2.6

3.7

3.7

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①家庭生活

②職場

③学校教育の場

④地域活動の場

⑤社会通念・慣習

・しきたりなど

⑥法律や制度のうえ

⑦政治の場

⑧社会全体

①家庭生活

②職場

③学校教育の場

④地域活動の場

⑤社会通念・慣習

・しきたりなど

⑥法律や制度の

うえ

⑦政治の場

⑧社会全体

   ジェンダー平等意識について 
 

 男女の地位の平等感 
 

     全体の回答では『男性優遇』の回答割合は、「⑦政治の場」、「⑤社会通念・慣習・しきたりなど」、
「⑧社会全体」で 6 割を超えており、「①家庭生活」、「②職場」においても 4 割超となっている。 

 
すべての分野において、女性の方が男性よりも『男性優遇』の回答割合が高く、特に「①家庭生
活」、「⑥法律や制度のうえ」、「⑧社会全体」で大きく差があり、性別による認識の違いがみられ
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

（＊）『男性優遇』は、「男性が非常に優遇」、「どちらかといえば男性が優遇」を合わせたもの。 

報告書 p.30～p. 38

男性が非常に優遇 どちらかといえば男性が優遇 平等である 
どちらかといえば女性が優遇 女性が非常に優遇 わからない 無回答 

女性（n=569） 男性（n=470） 

全体（n=1055） 
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1.9 

2.9 

3.5 

21.2 

22.2 

30.3 

43.3 

41.4 

41.5 

30.9 

25.6 

22.9 

2.7 

7.9 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和7年度

（n=1055）

令和2年度

（n=1399）

平成27年度

（n=1021）

1.4 

1.7 

2.5 

16.3 

17.5 

25.6 

46.0 

43.6 

46.1 

34.4 

29.4 

24.2 

1.8 

7.8 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和7年度

（n=569）

令和2年度

（n=761）

平成27年度

（n=566）

2.6 

4.0 

5.0 

27.4 

27.9 

36.5 

40.9 

38.5 

36.2 

25.7 

21.1 

21.6 

3.4 

8.4 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和7年度

（n=470）

令和2年度

（n=620）

平成27年度

（n=436）

賛成である どちらかといえば賛成である

どちらかといえば反対である 反対である

無回答

 
 

 男女の決められた役割分担について 
 

    「男は仕事、女は家庭」という考え方に対して『否定的な意見』は全体で 74.2%となっており、前
回調査（67.0%）、前々回調査（64.4%）と比較して増加傾向にある。  

 
       性別ごとに見ると、『否定的な意見』は女性が男性よりも 10 ポイント以上高くなっている一方、男

性では『肯定的な意見』が女性よりも 10 ポイント以上高い結果となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

（＊）『否定的な意見』は、「どちらかといえば反対である」、「反対である」を合わせたもの。『肯定的な意見』は、「どちらかといえば
賛成である」、「賛成である」を合わせたもの。 

報告書 p.39～p.41 

女
性 

男
性 

全
体 
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0.5 

2.5 

14.1 

25.7 

41.1 

6.3 

4.2 

1.8 

3.9 

0.4 

16.6 

44.5 

24.9 

8.3 

0.9 

0.2 

0.0 

4.3 

0 20 40 60 80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

該当しない

８時間～12時間

全くない

１時間未満

１時間～２時間

２時間～５時間

５時間～８時間

12時間以上

無回答

0.7 

2.5 

9.7 

21.1 

47.1 

7.4 

4.9 

2.1 

4.6 

0.6 

11.9 

37.0 

29.1 

13.0 

2.3 

0.2 

0.4 

5.3 

0 20 40 60 80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

該当しない

８時間～12時間

全くない

１時間未満

１時間～２時間

２時間～５時間

５時間～８時間

12時間以上

無回答

3.3 

22.3 

1.2 

2.5 

16.3 

27.8 

18.6 

1.2 

6.7 

2.1 

21.5 

2.1 

2.8 

8.1 

21.7 

33.0 

3.0 

5.7 

0 20 40 60 80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

該当しない

８時間～12時間

全くない

１時間未満

１時間～２時間

２時間～５時間

５時間～８時間

12時間以上

無回答

6.7 

60.3 

1.8 

4.4 

7.6 

8.3 

2.8 

0.4 

7.9 

9.1 

55.5 

5.7 

4.3 

6.0 

4.9 

6.2 

1.3 

7.0 

0 20 40 60 80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

該当しない

８時間～12時間

全くない

１時間未満

１時間～２時間

２時間～５時間

５時間～８時間

12時間以上

無回答

   家庭生活について 
 
 生活時間の配分 
 

「家事」では、女性は平日・休日ともに「2 時間～5 時間」が最も高いが、男性は平日・休日ともに
「1 時間未満」が最も高くなっている。 
 
「収入を得る仕事（平日）」では、女性は「5～8 時間」が最も高いが、男性は「8 時間～12 時間」
が最も高くなっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

報告書 p.52～p.66 

家 事 

収入を得る仕事 

平日 休日 

女性（n=569） 

男性（n=470） 

女性（n=569） 

男性（n=470） 

平日 休日 

女性（n=569） 

男性（n=470） 

女性（n=569） 

男性（n=470） 
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 男性の家事・育児等の積極的参加推進のために必要なこと 
 

女性では「社会の中で、男性も家事、育児、介護などをするのが当たり前だという考え方を普及さ 
せること」において、男性よりも 10 ポイント以上高くなっている。 
 
男性では「労働時間短縮や休暇制度を充実させ、仕事以外の時間をより多く持てるようにするこ
と」や「仕事と生活の両立等の問題について、男性が相談しやすい窓口を設けること」などが前回
調査に比べて増加しており、いずれも女性の回答割合を上回る。 

 
 
 
 

  

報告書 p.70～p.72 

- 4 - 

67.4 

59.7 

40.9 

26.7 

19.9 

10.3 

6.9 

3.1 

5.0 

2.6 

68.7 

68.7 

38.8 

27.8 

21.1 

9.1 

6.3 

2.6 

3.7 

2.8 

66.2 

49.6 

44.0 

25.5 

18.5 

11.7 

7.4 

3.8 

6.4 

2.1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

パートナーや家族間でのコミュニケーションをよく図ること

社会の中で、男性も家事、育児、介護などをするのが当たり前だとい

う考え方を普及させること

労働時間短縮や休暇制度を充実させ、仕事以外の時間をより多く持て

るようにすること

まわりの人が配偶者・パートナー間の役割分担意識等についての当事

者の考え方を尊重すること

男性が家事などについて関心を高めるような啓発や情報提供をするこ

と

仕事と生活の両立等の問題について、男性が相談しやすい窓口を設け

ること

公民館や、県ジェンダー平等推進センター“りぃぶる”等で講座等を

開催し、男性が家事、育児、介護などの技術を習得できるようにする

こと

その他

わからない

無回答

全体(n=1055)

女性(n=569)

男性(n=470)

（単位 : ％）

パートナーや家族間でのコミュニケー
ションを図ること

公民館や、県ジェンダー平等推進セ
ンター等で講座等を開催し、男性が
家事、育児、介護などの技術を習得
できるようにすること

社会の中で、男性も家事、育児、介護
などをするのが当たり前だという考え
方を普及させること

労働時間短縮や休暇制度を充実させ、
仕事以外の時間をより多く持てるよう
にすること

まわりの人が配偶者・パートナー間の
役割分担意識等についての当事者の考
え方を尊重すること

男性が家事などについて関心を高める
ような啓発や情報提供をすること

仕事と生活の両立等の問題について、
男性が相談しやすい窓口を設けること

その他

わからない

無回答

（69.0） 

（＊）図表内の（ ）は、前回調査（令和 2 年実施、n=1399）の値、但し、「その他」、「わからない」、「無回答」は表記割愛。 

（71.9） 

（66.0） 

（57.5） 

（64.4） 

（49.0） 

（38.5） 

（37.6） 

（39.7） 

（24.6） 

（26.7） 

（22.3） 

（20.2） 

（20.6） 

（20.2） 

（7.9） 

（8.0） 

（7.7） 

（11.2） 

（8.8） 

（14.2） 



   

 

 

17.2 

23.2 

38.9 

54.9 

10.0 

26.0 

33.8 

47.2 

34.7 

47.7 

37.9 

42.1 

32.8 

30.9 

45.5 

44.3 

37.9 

44.5 

13.2 

22.3 

8.5 

2.8 

24.5 

11.3 

8.7 

3.8 

8.5 

13.6 

7.9 

3.2 

2.1 

22.3 

5.1 

3.6 

3.4 

3.4 

4.0 

4.5 

3.2 

3.2 

7.7 

7.0 

4.9 

3.0 

3.8 

4.3 

4.3 

4.0 

4.3 

4.7 

5.1 

4.7 

4.7 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①こどもが小さいうちは、

母親は育児に専念したほ

うがよい

②こどもの世話の大部分

は、父親にもできる

③親が仕事をするために、

子育て支援サービスを活

用してもよい

④こどもは、性別にかか

わらず個性を伸ばすほう

がよい

⑤男の子は男らしく、女

の子は女らしくしつける

のがよい

⑥男の子は家事ができる

ように育てるのがよい

⑦女の子は家事ができる

ように育てるのがよい

⑧男の子は経済的に自立

できるように育てるのが

よい

⑨女の子は経済的に自立

できるように育てるのが

よい

14.9 

29.0 

49.4 

62.4 

4.6 

38.7 

42.5 

52.0 

45.7 

42.7 

47.1 

37.8 

28.8 

18.1 

44.6 

42.0 

38.7 

43.2 

16.3 

11.8 

2.8 

1.2 

28.1 

6.2 

5.1 

1.6 

2.1 

17.4 

5.1 

1.9 

0.2 

38.0 

2.8 

3.0 

1.2 

1.4 

4.2 

3.0 

3.2 

2.5 

6.3 

3.2 

2.5 

2.1 

2.8 

4.4 

4.0 

4.9 

4.9 

4.9 

4.6 

4.9 

4.4 

4.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

   子育てやこどもの教育について 
 

 子育てについての考え 
 
    『肯定的な意見』は「④こどもは、性別にかかわらず個性を伸ばすほうがよい」で男女ともに最も

高くなっている（女性 91.2%、男性 87.7%）。 
 

「②こどもの世話の大部分は、父親にもできる」では、『肯定的な意見』は女性が男性を大きく上
回る。「⑤男の子は男らしく、女の子は女らしくしつけるのがよい」では、女性で『肯定的な意
見』が最も低くなっている一方、男性では４割超となっており性別による回答差がみられる。 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書 p.81～p.88 

（＊）『肯定的な意見』は、「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」を合わせたもの。 

女性（n=569） 男性（n=470） 

- 5 - 

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない

そう思わない わからない 無回答



   

 

 

69.3 

46.2 

40.5 

34.3 

32.7 

24.5 

69.8 

45.9 

44.3 

35.9 

36.6 

23.9 

69.4 

47.0 

36.0 

33.0 

28.1 

25.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

育児・介護休業などの休暇制度を利用しやすい職場環境づくりの推進

労働時間の短縮、フレックスタイム制、在宅勤務（リモートワーク）

などの柔軟な勤務制度の導入

子育てや介護のための施設（企業内保育所を含む。）や支援の充実

女性が働くことに対する家族や周囲の理解や協力

育児・介護休暇取得の推進などによる家事や子育て、介護等への男性

の参加

長時間労働の解消

全体(n=1055)

女性(n=569)

男性(n=470)

（単位 : ％）

労働時間の短縮、フレックスタイ
ム制、在宅勤務（リモートワー
ク）などの柔軟な勤務制度の導入

子育てや介護のための施設（企業
内保育所を含む。）や支援の充実

女性が働くことに対する家族や周
囲の理解や協力

育児・介護休暇取得の推進などに
よる家事や子育て、介護等への男
性の参加

長時間労働の解消

育児・介護休業などの休暇制度を
利用しやすい職場環境づくりの推
進

56.8

40.2

3.0

5.4

3.5

4.9

29.2

40.6

0.2

0.7

0.0

0.2

4.7

5.3

0.7

0.9

1.9

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理想の生き方

実際の生き方

結婚や出産にかかわりな

く、職業を持つ

結婚までは職業を持つが、

結婚後は持たない

出産までは職業を持つが、

出産後は持たない

結婚または出産後、初め

て職業を持つ

結婚または出産を機に一

時仕事を辞めるが、その

前後は職業を持つ

一生職業を持たない

わからない その他 無回答

   就労について 
 
 女性の理想の生き方・実際の生き方 
 
    理想の（理想としていた）女性の生き方について、女性では「結婚や出産にかかわりなく、職業を持

つ」が最も高い 56.8％となっており、前回調査から 5.4 ポイント増加している。  
    実際になりそうな（現実にそうなっている）女性の生き方については、「結婚や出産にかかわりな

く、職業を持つ」は女性において 40.2%にとどまっている。  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女性が継続的に就労するために必要だと思うこと 
 
   「育児・介護休業などの休暇制度を利用しやすい職場環境づくりの推進」が男女ともに最も高い。  

「労働時間の短縮、フレックスタイム制、在宅勤務（リモートワーク）などの柔軟な勤務制度の導
入」は、前回調査から 5.2 ポイント増加し、2 番目に高い回答となっており、特に男性で 7.2 ポイン
トの増加がみられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（＊）図表内の（ ）は、前回調査（令和 2 年実施、n=761）の値。但し、上位 2 項目のみ表記。 

報告書 p.91～p.97

- 6 - 

（51.4） （33.6） 

（36.0） （41.3） 

女性 
（n=569） 

報告書 p.108～p.111

（＊）上位 6 項目のみ抜粋表記 

（＊）図表内の（ ）は、前回調査（令和 2 年実施、n=1399）の値。 

（67.0） 

（66.5） 

（67.9） 

（41.0） 

（42.6） 

（39.8） 

（41.3） 

（40.9） 

（41.6） 

（34.7） 

（38.5） 

（30.3） 

（35.8） 

（40.6） 

（30.0） 

（22.4） 

（22.2） 

（22.7） 



   

 

 

無回答

64.4 

40.1 

39.2 

38.8 

36.5 

35.4 

33.5 

28.6 

27.6 

27.1 

20.9 

20.4 

0.9 

4.3 

3.3 

65.4 

43.1 

40.2 

39.0 

42.5 

40.6 

36.7 

30.1 

29.0 

33.0 

22.1 

25.1 

0.7 

3.9 

2.8 

63.8 

37.0 

37.7 

39.1 

29.4 

29.4 

29.8 

27.2 

26.6 

20.6 

19.4 

15.1 

0.9 

4.7 

3.8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

管理職でもきちんと休暇がとれること

管理職は家庭やプライベートより仕事を優先すべきといった空気感が

ないこと

管理職でも残業や長時間勤務が極力ないような体制・配慮

管理職の残業や長時間勤務にも給与反映があること

出産・子育て・介護と管理職として働くことへの両立支援や配慮があ

ること

産休・育休・介護休暇の取得によってキャリアが中断されないような

体制・配慮

辞令や異動、転勤について相談可能な体制・配慮

フレックスタイムなど始業・終業時間が柔軟であること

在宅勤務・テレワーク等が管理職でも柔軟に活用できること

家事・育児・介護を配偶者と分担できること

管理職に対してのメンタルケアなどのサポートがあること

家事・育児・介護に関して外部のサービスなどが利用しやすくなるこ

と

その他（具体的に）

特にない

無回答

全体(n=1055)

女性(n=569)

男性(n=470)

（単位 : ％）

管理職でもきちんと休暇がとれること

管理職は家庭やプライベートより仕事を優

先すべきといった空気感がないこと

管理職でも残業や長時間勤務が極力ないよ

うな体制・配慮

管理職の残業や長時間勤務にも給与反映が

あること

出産・子育て・介護と管理職として働くこ

とへの両立支援や配慮があること

産休・育休・介護休暇の取得によってキャ

リアが中断されないような体制・配慮

辞令や異動、転勤について相談可能な体

制・配慮

その他

フレックスタイムなど始業・終業時間が柔

軟であること

在宅勤務・テレワーク等が管理職でも柔軟

に活用できること

家事・育児・介護を配偶者と分担できること

管理職に対してのメンタルケアなどのサ

ポートがあること

家事・育児・介護に関して外部のサービス

などが利用しやすくなること

特にない

   就労について 
 
 管理職として働く条件 
 
    いずれの性別においても「管理職でもきちんと休暇がとれること」が最も高くなっている。 
 

「出産・子育て・介護と管理職として働くことへの両立支援や配慮があること」、「産休・育休・介
護休暇の取得によってキャリアが中断されないような体制・配慮があること」、「家事・育児・介護
を配偶者と分担できること」では、女性が男性の回答割合を大きく上回っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

報告書 p.112～p.114

- 7 - 



   

 

 

37.8 

31.5 

23.5 

23.2 

20.9 

18.7 

17.9 

15.8 

13.0 

10.8 

4.5 

1.1 

17.7 

2.4 

4.8 

32.2 

31.1 

25.5 

23.0 

18.1 

17.6 

16.7 

10.0 

13.9 

17.8 

5.6 

1.4 

18.1 

2.5 

4.4 

44.5 

31.7 

20.9 

22.6 

23.6 

19.6 

19.6 

23.0 

11.7 

2.3 

2.8 

0.9 

17.4 

2.3 

5.3 

0 10 20 30 40 50 60

自分が休もうとしても代わりに任せられる人がいない

有給休暇が取りにくい雰囲気がある

ストレスなどメンタルにかかわる悩みが言い出しにくい

働きながら治療のために通院しづらい・時間がとれない

不調や体調不良について相談できる組織体制がない・体制はあるが利

用しづらい

従業員の体調管理（メンタルを含む）・気配りがされていない

長時間働く人が評価される風潮がある

役職者ほど、労働時間や健康状態に気を配れなくなる

ハラスメントについて相談できる組織体制がない・体制はあるが利用

しづらい

月経（生理）の不調など女性ならではの悩みが言い出しにくい

不妊治療のために利用できる休暇制度がない・制度はあるが取得しづ

らい

その他（具体的に）

特にない

就労したことがない

無回答

全体(n=1055)

女性(n=569)

男性(n=470)

（単位 : ％）

自分が休もうとしても代わりに任せられる

人がいない

有給休暇が取りにくい雰囲気がある

ストレスなどメンタルにかかわる悩みが言

い出しにくい

働きながら治療のために通院しづらい・時

間がとれない

不調や体調不良について相談できる組織体

制がない・体制はあるが利用しづらい

従業員の体調管理（メンタルを含む）・気

配りがされていない

長時間働く人が評価される風潮がある

特にない

無回答

役職者ほど、労働時間や健康状態に気を配

れなくなる

ハラスメントについて相談できる組織体制

がない・体制はあるが利用しづらい

月経（生理）の不調など女性ならではの悩

みが言い出しにくい

不妊治療のために利用できる休暇制度がな

い・制度はあるが取得しづらい

その他

就労したことがない

 
 
 働くうえでの健康問題 
 
    全体では、「自分が休もうとしても代わりに任せられる人がいない」が 37.8%で最も高く、特に男性

で 44.5%と、女性の 32.2%を大きく上回った。 
 

「ストレスなどメンタルにかかわる悩みが言い出しにくい」では女性が男性より高い一方で、「不調
や体調不良について相談できる組織体制がない・体制はあるが利用しづらい」や「役職者ほど、労働
時間や健康状態に気を配れなくなる」では男性が女性の回答割合を大きく上回っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

報告書 p.127～p.128

- 8 - 



   

 

 

18.7

13.1

28.9

50.9

42.5

42.3

34.8

22.2

33.4

57.8

62.0

58.1

41.5

49.1

47.0

54.6

56.5

47.5

2.3

2.9

1.8

0.8

0.8

1.2

1.9

3.2

4.8

15.7

17.0

6.5

2.3

3.3

4.5

4.4

12.6

10.0

5.5

5.0

4.6

4.5

4.4

5.0

4.4

5.5

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①防災に関する方針決定に女性の参画を拡大

②女性消防職員・警察官・自衛官を積極採用

③避難所に女性の相談窓口を設置

④備蓄物資に配慮

⑤医療体制に配慮

⑥災害復興時における治安向上

⑦避難者による食事作り・片付け等について、

性別にかかわらず分担

⑧避難所の運営組織に、多様な立場の代表が参画

⑨性的少数者に配慮した避難所の設置・運営

18.9

12.6

26.2

44.5

37.4

38.1

30.2

18.7

27.4

59.4

63.2

60.0

46.6

54.0

51.7

58.3

59.8

50.4

3.8

3.4

1.9

1.1

0.6

1.1

2.3

4.9

7.4

13.4

16.8

8.3

3.4

4.0

4.5

5.1

11.7

11.1

4.5

4.0

3.6

4.5

3.8

4.7

4.0

4.9

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①家庭生活

②職場

③学校教育の場

④地域活動の場

⑤社会通念・慣習

・しきたりなど

⑥法律や制度のうえ

⑦政治の場

⑧社会全体

17.9

13.4

30.6

56.1

46.2

45.0

37.8

24.3

37.6

57.1

61.2

57.6

37.8

45.7

43.9

52.5

54.7

45.9

1.1

2.6

1.6

0.5

0.9

1.4

1.6

1.9

2.8

17.8

17.2

4.9

1.2

2.6

4.6

3.7

13.4

9.0

6.2

5.6

5.3

4.4

4.6

5.1

4.4

5.8

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①防災に関する方針決定

に女性の参画を拡大

②女性消防職員・警察

官・自衛官を積極採用

③避難所に女性の相談窓

口を設置

④備蓄物資に配慮

⑤医療体制に配慮

⑥災害復興時における

治安向上
⑦避難者による食事作

り・片付け等について、

性別にかかわらず分担

⑧避難所の運営組織に、

多様な立場の代表が参画

⑨性的少数者に配慮した

避難所の設置・運営

   社会活動、地域活動等について 
 
 防災・災害対策でジェンダー平等に配慮する必要があること 
 
    『必要』と考える人の割合は、「④備蓄物資に配慮する」、「⑤医療体制に配慮する」で特に高くなっ

ている。      
「①防災に関する方針決定に女性の参画拡大を行う」、「②女性消防職員・警察官・自衛官を積極的 
に採用する」では他の項目に比べ「どちらともいえない」が高くなっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

報告書 p.133～p.137 

特に必要である 必要である 必要でない どちらともいえない 無回答 

女性（n=569） 男性（n=470） 

全体（n=1055） 

- 9 - 

（＊）『必要』は、「特に必要である」、「必要である」を合わせたもの。 



   

 

 

92.6 

94.5 

89.6 

66.4 

45.7 

49.2 

70.9 

66.5 

47.7 

86.1 

76.8 

76.3 

82.2 

61.2 

58.8 

72.1 

88.4 

2.3 

0.7 

6.0 

27.7 

43.6 

38.2 

21.0 

24.6 

37.5 

8.3 

14.4 

16.0 

11.7 

28.8 

30.5 

18.6 

5.8 

0.2 

0.2 

0.3 

1.3 

6.8 

8.3 

4.3 

4.4 

10.0 

1.2 

4.5 

3.3 

1.9 

5.5 

6.0 

4.8 

1.2 

4.9 

4.6 

4.2 

4.6 

3.9 

4.3 

3.8 

4.5 

4.7 

4.4 

4.4 

4.4 

4.3 

4.5 

4.7 

4.5 

4.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

）

93.6 

93.3 

88.1 

60.3 

35.1 

43.6 

68.4 

60.9 

83.1 

67.4 

70.4 

79.1 

51.8 

45.7 

70.7 

89.0 

1.7 

2.1 

7.6 

33.0 

51.3 

41.8 

21.9 

30.7 

11.2 

22.3 

19.6 

13.5 

33.8 

38.2 

19.6 

5.6 

0.5 

0.6 

0.5 

2.2 

8.9 

10.2 

5.3 

3.9 

1.1 

5.7 

5.4 

2.8 

9.9 

11.5 

5.4 

1.0 

4.2 

4.0 

3.8 

4.5 

4.6 

4.4 

4.4 

4.4 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.6 

4.4 

4.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①刃物などを突きつけて、おどす

⑦「だれのおかげで生活できるの

か」、「甲斐性なし」などと言う

②身体を傷つける可能性のある物

で、なぐる

③平手でぶつ、足でける、物を投

げつける

④なぐるふりをしておどす

⑤物に当たる、大きな音を立てて

ドアを閉める

⑥何を言っても、無視し続ける

⑧大声でどなる

⑨気に入らないことがあると頻繁

にため息や舌打ちをする

⑩嫌がるのに、性的な行為や

性行為を強制する

⑪見たくないのに、ポルノビデオ

やポルノ雑誌を見せる

⑫避妊に協力しない

⑬中絶を強要する

⑭交友関係や電話、郵便物等を

細かく監視する

⑮実家や友人との付き合いを制限

する

⑯生活費を渡さない

⑰こどもに危害を加えると言って

おどす

（令和2年度調査では質問していない）

   DV（配偶者等からの暴力）について 
 
 暴力と思う行為 
 
    前回調査に比べて、全体的に「どんな場合でも暴力にあたる」の回答割合が増加し、「暴力にあたる

場合とそうでない場合がある」や「暴力にあたるとは思わない」が減少している。  
「⑨気に入らないことがあると頻繁にため息や舌打ちをする」や「⑤物に当たる、大きな音を立て
てドアを閉める」では、「どんな場合でも暴力にあたる」との回答が比較的低く、暴力と認識して
いる人が少なかった。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報告書 p.138～p.147 

令和 2 年度 [全体]（n=1399） 令和 7 年度 [全体]（n=1055） 

- 10 - 

暴力の場合とそうでない場合がある 暴力にあたるとは思わない 無回答どんな場合でも暴力にあたる



   

 

 

45.0 

33.9 

23.9 

22.9 

14.7 

10.1 

8.3 

8.3 

7.3 

7.3 

2.8 

1.8 

0.9 

0.9 

6.4 

0.0 

32.7 

32.7 

36.7 

30.6 

22.4 

10.2 

6.1 

14.3 

10.2 

10.2 

6.1 

4.1 

2.0 

2.0 

10.2 

0.0 

54.2 

35.6 

13.6 

16.9 

8.5 

10.2 

10.2 

3.4 

5.1 

5.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.4 

0.0 

0 10 20 30 40 50 60

相談するほどのことではないと思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

自分さえがまんすれば、なんとかやっていけると思ったから

相談しても無駄だと思ったから

恥ずかしくてだれにも言えなかったから

世間体が悪いから

どこ（だれ）に相談してよいのかわからなかったから

他人を巻き込みたくなかったから

他人に知られると、これまでどおりのつき合い（仕事や学校などの人

間関係）ができなくなると思ったから

そのことについて思い出したくなかったから

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

相談相手の態度や言動によって不快な思いをさせられると思ったから

相談したことがわかると、仕返しを受けたり、もっとひどい暴力を受

けると思ったから

加害者に「だれにも言うな」とおどされたから

その他

無回答

全体(n=109)

女性(n=49)

男性(n=59)

（単位 : ％）

相談するほどのことではないと思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

自分さえがまんすれば、なんとかやってい

けると思ったから

相談しても無駄だと思ったから

恥ずかしくてだれにも言えなかったから

世間体が悪いから

どこ（だれ）に相談してよいのかわからな

かったから

加害者に「だれにも言うな」とおどされた

から

無回答

他人を巻き込みたくなかったから

他人に知られると、これまでどおりのつき

合い（仕事や学校などの人間関係）ができ

なくなると思ったから

そのことについて思い出したくなかったから

相手の行為は愛情の表現だと思ったから

相談相手の態度や言動によって不快な思い

をさせられると思ったから

相談したことがわかると仕返しを受けたり、

もっとひどい暴力を受けると思ったから

その他

   DV（配偶者等からの暴力）について 
 

 相談しなかった理由 
 

女性では「自分さえがまんすれば、なんとかやっていけると思ったから」が前回調査から 12.8 ポ
イント増加し、36.7%と最も高くなっており、男性と比べ大きく差がある。  
男性では、前回調査から 10 ポイント以上減少したものの「相談するほどのことではないと思った
から」が 54.2％と突出して高くなっており、女性の回答割合を大きく上回る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報告書 p.154～p.155

（57.0） 

（50.0） 

（66.2） 

（31.6） 

（33.0） 

（29.4） 

（20.9） 

（23.9） 

（16.2） 

（32.3） 

（29.5） 

（35.3） 

（20.3） 

（19.3） 

（20.6） 

- 11 - 

（＊）図表内の（ ）は、前回調査（令和 2 年実施、n=158）の値。但し、上位 5 項目のみ表記。 



   

 

 

35.4 

28.8 

28.8 

23.1 

18.8 

17.3 

15.0 

14.2 

12.3 

5.4 

13.5 

39.8 

32.9 

35.4 

28.0 

23.6 

19.9 

17.4 

14.9 

14.9 

3.7 

10.6 

27.8 

22.7 

18.6 

15.5 

11.3 

13.4 

11.3 

13.4 

8.2 

8.2 

17.5 

0 10 20 30 40 50

親身になって相談に応じてくれるところ

一時的に加害者から逃れる場所の提供

自分とこどもの心のケア

加害者への教育（暴力防止など）

加害者から離れて暮らすため必要なお金の貸与

加害者に対する責任追及（損害賠償など）

同じような悩みを抱えた人たちとの対話

警察官などによる介入

経済的自立のための就職の斡旋

その他

無回答

全体(n=260)

女性(n=161)

男性(n=97)

（単位 : ％）

親身になって相談に応じてくれるところ

一時的に加害者から逃れる場所の提供

自分とこどもの心のケア

加害者への教育（暴力防止など）

加害者から離れて暮らすため必要なお金の貸与

無回答

同じような悩みを抱えた人たちとの対話

警察官などによる介入

経済的自立のための就職の斡旋

その他

加害者に対する責任追及（損害賠償など）

 
 

 実際に求める支援 
 

前回調査に比べ減少したものの、いずれの性別でも「親身になって相談に応じてくれるところ」が
最も高くなっている。次いで高い項目として、女性では「自分とこどもの心のケア」である一方、 
男性では「一時的に加害者から逃れる場所の提供」となっている。 
 
いずれの項目においても女性が男性よりも回答割合が高く、特に「自分とこどもの心のケア」につ
いては性別間で 16.8 ポイントの差がみられる。 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報告書 p.156～p.157 

（39.9） 

（41.9） 

（36.8） 

（25.8） 

（23.6） 

（29.6） 

（25.0） 

（26.4） 

（22.4） 

（22.2） 

（23.6） 

（18.4） 

（10.8） 

（12.4） 

（8.0） 

- 12 - 

（＊）図表内の（ ）は、前回調査（令和 2 年実施、n=388）の値。但し、上位 5 項目のみ表記。 



   

 

 

49.8 

26.4 

6.9 

2.1 

0.4 

0.4 

8.2 

0.3 

5.6 

52.7 

27.1 

6.5 

1.1 

0.2 

0.5 

6.7 

0.2 

5.1 

46.0 

25.5 

7.7 

3.4 

0.6 

0.2 

10.0 

0.4 

6.2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

今までどおり付き合う

本人の気持ちを尊重し、希望に応じて支援する

拒否はしないが、本心は受け入れられない

疎遠になるかもしれない

隠すようすすめる

付き合いをやめる

わからない

その他

無回答

全体(n=1055)

女性(n=569)

男性(n=470)

（単位 : ％）

今までどおり付き合う

本人の気持ちを尊重し、希望に応

じて支援する

拒否はしないが、本心は受け入れら

れない

疎遠になるかもしれない

隠すようすすめる

わからない

その他

無回答

付き合いをやめる

12.5 

13.2 

11.1 

54.9 

56.4 

54.0 

26.6 

25.0 

28.5 

0.2 

0.2 

0.2 

5.8 

5.3 

6.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=1055）

女性

（n=569）

男性

（n=470）

いる いない わからない その他 無回答

   性的少数者について 
 

 身近に性的少数者がいるかどうか 
 

「いる」と答えた人の割合は、全体では 12.5%であり、女性で 13.2%、男性で 11.1%となってい
る。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 友人・同僚等が性的少数者の場合の考え 
 

全体では「今までどおり付き合う」が 49.8%で最も高く、次いで「本人の気持ちを尊重し、希望に
応じて支援する」（26.4%）、「拒否はしないが、本心は受け入れられない」（6.9%）となっている。
上位 2 項目については女性の方が男性より高い。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

報告書 p.166～p. 167

報告書 p.171～p. 172



   

 

 

52.4 

45.2 

36.1 

33.5 

30.0 

21.0 

20.6 

18.2 

12.8 

1.6 

12.0 

4.2 

44.7 

56.1 

51.5 

47.7 

28.8 

34.1 

20.5 

20.5 

15.2 

4.5 

6.8 

1.5 

57.5 

45.8 

35.2 

33.3 

33.2 

18.7 

20.7 

17.3 

11.7 

1.0 

11.1 

2.2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

相談できる窓口を充実する

トイレや更衣室について、性的少数者の方が利用しやすい環境

整備をすすめる

性別で区分された制服や服装規定に対する配慮を行う

幼少期からの教育を充実する

いじめや差別を禁止する条例を制定する

パートナーシップ宣誓制度の制度周知や利用サービスの拡充を

行う

行政職員や教職員に対する研修を充実する

企業等に対する研修や啓発活動を充実する

地域住民に対する啓発活動を充実する

その他

わからない

無回答

全体(n=1055)

身近に性的少数者いる(n=132)

身近に性的少数者いない(n=579)

（単位 : ％）

相談できる窓口を充実する

トイレや更衣室について、性的少数者の方が

利用しやすい環境整備をすすめる

性別で区分された制服や服装規定に対する配

慮を行う

幼少期からの教育を充実する

いじめや差別を禁止する条例を制定する

無回答

行政職員や教職員に対する研修を充実する

企業等に対する研修や啓発活動を充実する

地域住民に対する啓発活動を充実する

その他

パートナーシップ宣誓制度の制度周知や利用

サービスの拡充を行う

わからない

 
 

 性的少数者にとって必要な支援策 
 

性的少数者にとって必要な支援策について、全体では、「相談できる窓口を充実する」が 52.4%で
最も高く、次いで「トイレや更衣室について、性的少数者の方が利用しやすい環境整備をすすめ
る」（45.2%）、「性別で区分された制服や服装規定に対する配慮を行う」（36.1%）となっている。  

    身近に性的少数者が「いる」と答えた人では「トイレや更衣室について、性的少数者数の方が利用
しやすい環境整備をすすめる」が最も高く、次いで「性別で区分された制服や服装規定に対する配
慮を行う」、「幼少期からの教育を充実する」となっており、身近な性的少数者の有無によって回答
状況に差がみられる。 

     
 
  

 
 
 
 
 
 

  

報告書 p.173～p.175
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40.9 

27.0 

26.4 

22.2 

20.5 

20.3 

13.8 

12.2 

12.1 

6.8 

43.2 

30.4 

29.2 

18.5 

21.4 

20.0 

16.0 

11.8 

10.0 

6.2 

38.5 

23.2 

23.2 

26.6 

19.8 

20.0 

11.3 

13.2 

14.5 

7.9 

0 10 20 30 40 50

人権が尊重され、守られる社会づくりをすすめる

育児・介護に対する多様な支援を充実する

ワーク・ライフ・バランス、特に仕事と家庭の両立を支援する

ジェンダー平等の視点から、社会制度や慣習を見直すとともに、

啓発を行う

就労における男女の機会均等や休暇制度の充実など就業環境整備

をすすめる

ジェンダー平等の視点に立った教育や学習をすすめる

働くうえでの健康の重要性を啓発するとともに、仕事と健康の両

立を支援する

地域社会に誰もが参画できるよう支援する

政策や方針決定過程への女性の参画を拡大する

多様な性の在り方についての理解を深め、性的少数者が平等に社

会参画できるよう支援する

全体(n=1055)

女性(n=569)

男性(n=470)

（単位 : ％）

人権が尊重され、守られる社会づくりをすす

める

育児・介護に対する多様な支援を充実する

ワーク・ライフ・バランス、特に仕事と家庭の

両立を支援する

ジェンダー平等の視点から、社会制度や慣習

を見直すとともに、啓発を行う

就労における男女の機会均等や休暇制度の充

実など就業環境整備をすすめる

ジェンダー平等の視点に立った教育や学習をす

すめる

働くうえでの健康の重要性を啓発するととも

に、仕事と健康の両立を支援する

地域社会に誰もが参画できるよう支援する

政策や方針決定過程への女性の参画を拡大する

多様な性の在り方についての理解を深め、性的

少数者が平等に社会参画できるよう支援する

   男女共同参画施策等について 
 

 男女共同参画を推進するために力をいれるべきこと 
 
    全体では「人権が尊重され、守られる社会づくりをすすめる」が 40.9%で最も多く、次いで「育

児・介護に対する多様な支援を充実する」（27.0%）、「ワーク・ライフ・バランス、特に仕事と家庭
の両立を支援する」（26.4%）となっている。 

 
上記 3 項目はいずれも女性の方が男性よりも回答割合が高くなっているが、「ジェンダー平等の視点
から、社会制度や慣習を見直すとともに、啓発を行う」では男性が女性を上回っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査目的 本調査は、男女共同参画やジェンダー平等、女性の活躍等に関する県民の意識や生活状況を 
把握し、第６次和歌山県男女共同参画基本計画策定の基礎資料とするために実施しました。 

調査対象 県内全市町村から無作為に抽出した 18 歳以上の男女各 1,500 人 
調査方法 郵送配付・郵送回収および Web 回答 
調査期間 令和 7 年 7 月 30 日～8 月 27 日 
回 収 数 1,056 件（無効票 1 件含む） 
有効回答数  1,055 件（有効回答率 35.2%） 
      うち女性 569 件（53.9%）、男性 470 件（44.5%）、回答しない 9 件（0.9%） 
        女性・男性の枠にあてはまらない 2 件（0.2%）、無回答 5 件（0.5%） 

 
 

和歌山県共生社会推進部こども家庭局多様な生き方支援課 
〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通 1-1 

電話 073-441-2510（直通） FAX 073-441-2501 
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031400/index.html 

調査の概要 

報告書 p.187～p.189

上位 10 項目のみ表記 
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